
路面清掃C　作業手順
・本線路面及び路肩の清掃(人力、Ｃ清掃専用車使用)

作業打合わせ(KY活動) 安全作業指示書による
作業コースの確認（パターン確認）

作業人員の確認 作業員全員の作業分担・配置の確認
使用車両の点検 ＜始業前点検＞

法令点検表（運転日報）による

交通規制簿の確認 規制簿にて規制箇所の確認（路線確認）

一宮管制指令室に情報板点灯依頼 作業コースに応じて、必要IC間でブロック点灯依頼
　　　　　『○○IC ～ ○○IC 低速車作業中』 　※ その際に一宮管制のイベント番号を確認すること

本線作業 線形が良く、見通しの良い路肩内で停車
作業は、必ず交通保安員を伴なって二人以上で作業

車両出入り注意(後方確認)
SAPA清掃 お客様に迷惑をかけない(一言挨拶する)

作業中の一般車監視

一宮管制指令室に情報板消灯依頼 反転及び終点ICにて一報

ゴミ選別 分別し、みえ川越基地の所定の場所へ仮置きする。

ゴミ堆積状況の報告 必要に応じて、チャットワークにゴミ堆積状況の写真を報告する。

車両清掃、洗車 故障箇所等がないか点検する

終礼の実施 ヒヤリハットの実施

注意事項 本線作業は、見通しがよい安全な場所以外の停車禁止
橋梁部等の車両出入りは、むやみに行わない

清掃C車を非常駐車帯に駐車させ、上流側に路肩を歩行しながら作業を行う場合は、先頭の交通
保安員から20m以上の離隔をとって（線形によって延長）行うこと。この時、保安員は常に一般車
両と正対し、一般車両の異常走行を認めた場合は直ちに「しらすんだー」で危険を知らせること

内　　　　　　　　　　　　　　容 留　　　意　　　事　　　項

準備工

作業開始

作業
作業は、原則、清掃C車両の下流側で行うものとし、車両と作業員との離隔
は20m以上を確保

衝突緩衝装置付きの清掃Ｃ車は、原則大型マスに駐車すること。止むを得
ず小型マスに駐車する場合は、見張員を配置する
運転手は、サイドミラー等で一般車の異常走行を監視し、追突が予想される
場合は、危険回避措置としてクラックションを鳴らして、注意喚起をする

ゴミの片付け

後片付け

緊急時を除き、原則2車線以上の本線・ランプ横断は禁止。また、一人作業での本線横断禁止（必
ず交通保安員と同行）


